
令和４年４月スタート

～「もったいない」から「ありがとう」～
FOOD BANK（食品銀行）って？

　ご家庭などで余っている食品を皆さんから分けていただき、必要としている人に
提供する活動です。「いただきもののお菓子や乾物がたくさんあるけど、我が家では
食べきれない」「特売で買った缶詰が食べきれない」等、お心当たりのある方。
　神戸町社会福祉協議会までお持ちください。みなさまのご協力をお願い致します。

お持ちいただきたい食品お持ちいただきたい食品

●インスタント食品
　 レトルト食品

●菓子類
　 粉ミルク・離乳食

お持ち込みの際にご注意いただきたい点お持ち込みの際にご注意いただきたい点
❶未開封のもの （包装が破損していないもの）
❷賞味期限が明記され、 期限が１ヶ月以上あるもの
❸常温保存可能のもの （冷凍・冷蔵・生鮮食品以外）
❹製造者または販売者表示のあるもの
❺成分またはアレルギー表示のあるもの

※アルコール類（みりん・料理酒は除く）
　や手作りの品は対象外
※これらを満たさない場合や
　食品の状態によっては、
　お持ち帰りいただく場合があります。

● 日用品はお断りさせていただきますのでご了承ください。
● お受け取りは、神戸町在住の方に限らせていただきます。

●フードバンクに関するお問合せ・受取ご希望の方は下記へ
神戸町社会福祉協議会　☎ 0584-28-0223

フードバンクごうどフードバンクごうど

神戸町社会福祉協議会（神戸町八条258-2）受付場所

平日　9：00～ 16：30受付時間

●調味料各種・食用油
（しょうゆ・みそ・砂糖など）

●飲料
（ジュース・コーヒー・お茶など）

●乾物
（のり・豆・海藻など）

●保存食品
（缶詰・瓶詰など）

●穀類
（米・小麦粉・乾麺など）

場所や時間が変更に
なる場合があります。（　　　　　　）
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